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◎新潟県告示第1191号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする。 

令和２年11月13日 

新潟県知事    花 角  英 世 

１ 保安林の所在場所 

新潟県上越市浦川原区印内字親山591・592・592の２（以上３筆について次の図に示す部分に限る｡)、559か

ら562まで、564から567まで、570、571、585、586、586の子から586の寅まで、588、589、593、593の子、594、

595、597から600まで、602から605まで、607、607の２、607の３、608、609、609の１、字岩ノ入610から615

まで、618、626から628まで、637から642まで、643の１から643の３まで、649、649の１、653から657まで、

659から661まで、662の１、662の２、663、664の１、664の２、665の１、665の２、667から678まで 

２ 指定の目的 

    土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 (｢次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役

所に備え置いて縦覧に供する｡) 


